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令和７年度第１回新潟県男女平等社会推進審議会 議事録 

 

                    令和７年12月17日（水）14:00～16:00 

                    新潟県庁行政庁舎２階 西回廊講堂 

 

 

出席委員 石井 正則、市川 尚、伊藤 嘉高、今井 洋子、加藤 優子、近 龍生、 

近藤 明彦、佐藤 洋子、高野 真規、髙橋 忠好、徳武 裕一、野神 麗子、

     水落 静子 

 

事 務 局 知事政策局：白沢男女平等・共同参画統括監 

     政策企画課：高橋男女平等・共同参画推進室長、榊原政策企画員、梅内主任 

子ども家庭課：木村係長、上田係長 

しごと定住促進課：古川働き方改革推進室長 

義務教育課：本間指導主事 

高等学校教育課：澁谷副参事 

生涯学習推進課：佐藤社会教育主事 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議  事 

第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）推進状況〈令和７年度版〉（案）

について 

 

５ 事務連絡 

 

６ 閉  会 
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事務局 

 

 

 

定刻となりましたので、令和７年度第１回新潟県男女平等社会推進

審議会を開会します。本日はご多用のところ、本審議会にご出席いた

だき、ありがとうございます。 

それでは、開会にあたりまして、新潟県知事政策局男女平等・共同

参画統括監の白沢よりごあいさつを申し上げます。 

白沢男女平等・

共同参画統括

監 

（あいさつ） 

事務局 令和６年11月の本審議会を開催後、日本労働組合総連合会新潟県連

合会執行委員の手塚委員より退任の申し出があり、新たに後任の加藤

優子様に委員にご就任いただいております。 

加藤委員におかれましては一言自己紹介いただければと思います。 

加藤委員 （自己紹介）  

事務局 本日の出席状況についてご報告いたします。本日は都合によりご欠

席の５名の委員を除く13名の委員の皆様に現地もしくはオンライン

にてご出席いただいております。本日の出席委員数は13名であり、条

例第28条第２項に規定する定足数を満たしております。 

また、審議会は、条例第30条の規定により、原則として公開するこ

ととされております。本日は会場に報道の方がおられますのでご報告

します。 

それでは、以後の進行につきましては、新潟大学の伊藤会長にお願

いしたいと思います。伊藤会長よろしくお願いいたします。 

伊藤会長 それでは議事に入ります。本日の議事は、「第４次新潟県男女共同

参画計画（男女平等推進プラン）推進状況〈令和７年度版〉（案）」

について」です。会議の終了予定時刻は16時としておりますので、円

滑な議事進行にご協力ください。 

まず、本日の議事の進め方について、事務局から説明してください。 

事務局 本日は、第４次計画の推進状況について審議をお願いします。 

まず、資料１「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラ

ン）の推進状況〈令和７年度版〉（案）」について説明するとともに、

この「推進状況（案）」について、委員の皆様から事前にいただいた

意見・質問をとりまとめた、資料２「事前提出意見等への回答一覧表」

についてご説明します。 

伊藤会長 それでは、第４次計画の推進状況についての概要と、委員からの意

見・質問に対する回答について、事務局から説明をお願いします。 
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事務局 令和７年度版の「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プ

ラン）推進状況（案）」について概要を説明するとともに、あらかじ

め頂いたご意見等に対して回答いたします。 

まず、資料１「第４次新潟県男女共同参画計画 推進状況」により、

推進状況の概要を説明した後、資料２によりまとめてご意見・ご質問

に対する回答をご説明いたします。 

それでは、資料１「第４次新潟県男女共同参画計画 推進状況」を

ご覧ください。資料１について、本書は、「新潟県男女平等社会の形

成の推進に関する条例」に基づく年次報告であり、主な内容として、

計画で定めた目標達成に向けて設定した各種指標の進捗状況や、計画

関連施策の実施状況などについてまとめたものでございます。 

この審議会でのご意見等を加味しながら成案化し、県ホームページ

による公表等、広く周知・活用を図ってまいります。 

それでは、各種指標の進捗状況について、概要を説明します。 

 

資料１の４ページをご覧ください。こちらには計画における３つの

基本目標ごとに、主な指標の達成状況の概要を記載しております。 

今年度から資料記載のとおり、各目標指標について、令和８年度目

標値と令和６年度時点の最新値をまとめた一覧表を掲載し、計画期間

中ではありますが、現時点の目標達成状況をお示しすることといたし

ました。現時点の計画の進捗状況は資料記載のとおり、既に目標を達

成している項目もあれば、未達成の項目もあることから、目標の達成

に向けて、引き続き、家庭、学校教育、職場、地域社会等、様々な場

面において男女平等社会の形成推進のための周知・啓発活動を展開す

るとともに、男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現し、個性

と能力に応じて活躍できるよう、意識改革や職場環境の整備等を促進

していく必要があるものと考えております。 

まず、「基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり」に関する指

標の進捗状況についてご説明いたします。 

８ページをご覧ください。家庭、職場、社会慣習・しきたり、法律

や制度、政治経済活動、学校教育、地域社会の７つの項目について男

女の地位の平等感を調査した結果、「男性の方が優遇されている」と

いう回答割合は、令和６年度内閣府調査結果と比較すると、７項目の

うち学校教育、地域社会以外５つの項目で「男性の方が優遇されてい

る」と答えた割合が低くなっているものの、いずれも３割を超えてい
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る状況でした。依然として多くの場面において、男性の方が優遇され

ていると考えている人の割合が高い状況にあるものと認識しており

ます。 

特に７項目の中で「社会慣習（しきたり）」における男女の地位の

平等について、「男性の方が優遇されている」という回答割合は、令

和６年度は67.3％と７項目の中で最も高い水準となっており、固定的

な性別役割分担意識や、それに基づく慣行などが依然として存在して

いるものと考えております。 

以上のことから、家庭、学校教育、地域社会、職場や社会慣習など

各分野で男女平等意識が浸透し、理解が深まるよう、引き続き、情報

提供や啓発を推進していく必要があるものと考えております。 

次に、「基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり」に関する指標

の進捗状況についてご説明いたします。 

21ページをご覧ください。「県の審議会等への女性の登用率」は、

令和７年６月１日時点で37.2％と、令和３年の計画策定時から伸びて

いるものの、法令等による委員の職務指定や、医療や法律など特定分

野に女性が少ないことなどにより、現時点で目標値40％を下回ってお

ります。このことから、団体推薦等における役職にこだわらない女性

の推薦依頼や、公募委員の女性の応募増加など、審議会等における一

層の女性の参画について取組を進めていく必要があるものと考えて

おります。 

22ページをご覧ください。上段の「管理・監督的業務に従事する者

に占める女性の割合」は、令和６年７月31日現在で19.7％であり、前

年の17.2％に比べ2.5ポイント増加しております。また、下段の「県

内上場企業役員に占める女性の割合」は令和６年７月31日現在で8.

4％であり、前年の6.9％に比べ1.5ポイント増加しております。 

いずれも年々上昇傾向にあるものの、男性に比べて依然として低い

水準にあることから、引き続き、男女がともに仕事と家庭を両立しや

すく働きやすい職場環境づくりを推進するとともに、企業の女性活躍

推進に向けた啓発促進や女性のキャリア形成支援などの取組を進め

ていく必要があるものと考えております。 

31ページをご覧ください。「所定内賃金の男女格差」は、令和６年

の男性を100とした場合の女性の所定内賃金は77.5であり、前年77.1

から0.4ポイント改善しました。所定内賃金の男女格差が生じている

主な要因としては、出産・育児による女性の一時離職や、勤続年数や
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管理職割合が男性と比べて低いことなどが考えられますが、引き続

き、企業・労働者に対し、ワーク・ライフ・バランス推進の取組支援

や、仕事と育児等との両立支援制度の周知啓発を行い、ライフステー

ジに応じた多様な働き方を選択できる環境整備を推進していく必要

があるものと考えております。 

35ページをご覧ください。「従業員100人以下の企業のうち、「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に規定する一般事業

主行動計画の届出企業数」に関する項目です。一般事業主行動計画は

従業員101人以上の企業は女性の活躍に向けた計画策定及び都道府県

労働局への届出を義務付けられておるもので、100人以下の企業は努

力義務となっていることから、目標として設定しているものです。 

令和７年３月31日現在の届出企業数は174社であり、現時点で目標

70社を大きく上回っております。女性活躍に取り組む企業の増加に向

け、引き続き、一般事業主行動計画の策定をはじめ、県内企業におけ

る女性登用・活躍の促進に努めていく必要があるものと考えておりま

す。 

次に、「基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択でき

る社会づくり」に関する指標の進捗状況についてご説明いたします。 

40ページをご覧ください。「男性と女性の育児休業取得率」につい

てですが、女性の「育児休業取得率」は、令和６年度は87.8％と前年

度92.0％から4.2ポイント減少しており目標を下回っているものの、

近年は９割程度の水準で推移しております。一方で、男性の「育児休

業取得率」は年々増加しており、令和６年度は44.9％と前年度33.7％

から11.2ポイント増加し、目標数値30.0％を上回っております。 

引き続き、仕事と育児の両立やワーク・ライフ・バランスの実現に

向け、育児休業の取得促進に努めていく必要があるものと考えており

ます。 

また、昨年度の審議会において、本項目について委員の皆様より、

「育児休業取得率のみならず育児休業取得日数も重要」「育児休業取

得率だけでは実態が見えない」などの御意見をいただきました。 

このことを踏まえ、令和７年度から「新潟県賃金労働時間等実態調

査」において、「育児休業の取得日数」を新たな調査項目として追加

し、育児休業の取得促進に向けた実態把握の強化に努めることといた

しました。なお、調査結果については、集計作業完了後、令和８年３

月頃、県ホームページにて公表する予定です。 
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41ページをご覧ください。男女が共に仕事と家庭生活等を両立でき

る職場環境づくり関する項目である、「ハッピー・パートナー企業（新

潟県男女共同参画推進企業）登録数」に関する目標です。登録企業数

は順調に増加し、令和６年度末で1,730社に達し、目標を２年前倒し

でほぼ達成いたしました。 

参考資料「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度

ニーフルリーフレット」をご覧ください。これまで「ハッピー・パー

トナー企業」の登録を促進し、その取組を支援してまいりましたが、

本制度は、平成18年の制定当時は先進的な内容だったと思いますが、

制度開始から20年近く経過する中で、「育児・介護休業法」の改正や

「女性活躍推進法」制定などにより、各種制度の義務化が進むなど、

企業を取り巻く状況が大きく変化してきました。また、これまでの登

録要件は、定性的な内容が多く、県内企業の取組を、実践・継続させ

るための仕組みが必要であるという課題に対応する必要がございま

した。そのため、企業における多様で柔軟な働き方や、女性活躍推進

の取組をさらに引き上げていただくことを目指し、「ハッピー・パー

トナー企業登録制度」を見直し、令和７年度から新たな企業認定制度

である「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度ニー

フル」を創設いたしました。ニーフルは、「育児休業取得率」「有給

休暇取得率」「女性管理職比率」など数値で測ることができる定量的

な認定要件を設定し、ホームページの改修など女性の採用･職域拡大

のための取組や、女性専用設備など職場環境設備整備などの補助制度

を新設するなど、インセンティブを強化するとともに、達成状況を見

える化し、優良事例が全県へ広がるよう、後押しすることとしており

ます。「多様で柔軟な働き方」と「女性活躍」を両輪として、男女が

ともに働きやすく、笑顔で暮らせる新潟県を実現するため、ニーフル

の周知・ＰＲに取り組んでまいりたいと考えております。 

43ページをご覧ください。「「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき

である」という考え方に反対（考え方を支持しない）の男性の割合」

は70.3％であり、前年度65.6％に比べて4.7ポイント増加し、年々上

昇傾向にあります。引き続き、男女共同参画の意義の啓発等を推進す

るとともに、男性の家事・育児・介護等を促進していく必要があるも

のと考えております。 

56ページをご覧ください。「県防災会議委員に占める女性割合」は、

令和７年６月１日現在18.9％であり現時点で目標は達成しているも
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のの、女性委員の人事異動等により前年20.3％に比べ1.4ポイント減

少しております。引き続き、学識者委員等からの積極的な女性登用や、

関係団体へ女性委員推薦の働きかけを行う必要があるものと考えて

おります。 

主な指標の達成状況の概要について、説明は以上です。その他の項

目の詳細につきましては、資料７ページから58ページの「各指標の進

捗状況」に記載してございますので、適宜ご参照いただければと思い

ます。なお、誤字脱字等軽微と認められる誤りがあった場合や、国統

計調査の公表などによる最新値への差替えが生じた場合につきまし

ては、成案の編集過程において、事務局で修正させていただきます。 

 

資料１の説明の途中ですが、資料２「事前提出意見等への回答一覧

表」について、説明させていただきます。資料２をご覧ください。 

資料２は、事前に委員の皆様にご意見・ご質問を照会させていただ

き、頂戴したご意見・ご質問に対する回答を記載しております。 

高橋委員及び高野委員より10件のご意見・ご質問を頂戴しておりま

すので、資料１の該当ページとあわせてNo.１から順番にご説明いた

します。 

まず、№１「男女共同参画社会」の周知度についてですが、「県民

アンケート調査の調査方法」及び「周知度が下がっている」ことにつ

いてご質問をいただきました。資料１の９ページもあわせてご覧くだ

さい。進捗状況で使用している県民アンケート調査は、毎年度同じ方

の意識を経年で把握する調査ではなく、毎年度異なる人に年度ごとの

インターネットによるモニター調査を行うものであり、年代や男女バ

ランスを考慮の上、統計法上のデータ分析の有用性を満たすために必

要なサンプル数を確保した上で、実施しているものです。 

また、当該指標は、計画期間内での経年の傾向を把握するため、毎

年調査しているものですが、委員ご指摘のとおり、直近の令和６年度

に数値が７ポイント程減少し、特に女性では10ポイント以上減少して

おりますことから、これが、一時的なものなのか、経年の傾向として

捉えるべきものなのか、今年度実施する県民意識調査の結果も踏ま

え、第５次計画策定作業の中で、総合的に分析をしていきたいと考え

ております。 

次に、№２「公益財団法人新潟県女性財団が主催する研修事業に占

める満足者の割合」についてですが、「研修の内容や満足度以外の指
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標の検討」についてご意見・ご質問をいただきました。資料１の11ペ

ージもあわせてご覧ください。まず、本指標については、公益財団法

人新潟県女性財団が主催する「人材育成セミナー」８講座、「働く女

性のスキルアップセミナー」５講座、「育休復帰セミナー」３講座の

それぞれの受講者へのアンケートの結果から算出しているものです。 

各講座の具体的な内容については、資料２記載のとおり女性財団ホ

ームページに事業報告が掲載されていますので、ご参照いただければ

と思います。 

次に「満足度以外の指標の検討」についてですが、委員ご指摘のと

おり、受講者アンケートはもともと受講を希望する方からお申込みい

ただいておりますことから、セミナー満足度が高くなることも考えら

れますので、第５次計画の策定の際に、他の指標への見直しも含め、

適切な指標について検討してまいりたいと考えております。 

次に、№３「配偶者暴力に関する相談機関の認知度」についてです

が、「相談機関の認知度向上に向けた施策」に関するご質問をいただ

きました。資料１の13ページもあわせてご覧ください。「相談機関の

認知度向上に向けた施策」ですが、相談機関の認知度向上に向けて、

本県こども家庭課が公益財団法人新潟県女性財団などと連携し、県民

への周知啓発を行っています。加えて、民間団体と連携し、暴力防止

教育等を目的とした若年層向けデートＤＶ予防セミナーを開催して

おり、若年層を対象としたＤＶ予防教育を継続的に実施することで、

当該問題を身近な課題として認識し、暴力を容認しない意識の醸成を

図っています。これらの取り組みにより、将来的な加害行為の抑止、

ＤＶの早期把握及び拡大防止につながるものと考えております。 

次に、№４「県内企業における女性の割合」についてですが、「県

内企業の管理職候補者に占める女性社員数の動向」についてご質問を

いただきました。資料１の22ページもあわせてご覧ください。県内企

業の管理監督職以上の女性割合は上昇傾向にあります。 

また、県では多様で柔軟な働き方の導入支援に取り組んでいるとこ

ろであり、今後、県内企業において、女性が働きやすい環境づくりが

いっそう進んでいくことで、将来的にも女性の管理職候補者及び管理

職は増加していくものと考えています。 

次に、№５「新潟県職員の管理職女性登用率」についてですが、 

№４と同様に、「新潟県の管理職候補者に占める女性職員の動向」

についてご質問をいただきました。資料１の23ページもあわせてご覧
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ください。新潟県における管理監督職以上の女性割合は上昇傾向にあ

ります。また、女性職員の比率も高くなってきており、今後は、職務

経験を積んだ女性職員の増加も見込まれることから、将来的にも女性

職員の管理職候補者及び管理職は増加していくものと考えています。 

次に、№６「女性の所定内賃金（新潟県）」についてですが、 

「女性の所定内賃金や統計対象」についてご質問をいただきまし

た。資料１の33ページもあわせてご覧ください。新潟県の女性の所定

内賃金は年度による増減はあるものの、近年は上昇傾向にあります。

また、「所定内給与額（月額）の統計対象」は、短時間労働者を除く

常用労働者、すなわち正社員と正社員以外の一般労働者が対象となっ

ております。令和６年度の厚生労働省「賃金労働実態調査」によりま

すと、新潟県の女性の所定内賃金は24万４千200円で、全国平均の27

万５千300円と比較すると低い水準となっておりますことから、引き

続き、賃上げの原資となる収益確保に向けた取組を支援することとし

ております。 

次に、№７「ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進

企業）登録数」についてですが、先ほどご説明いたしました、新たな

企業認定制度ニーフルに関する注記を資料１の6-3ページ及び6-4ペ

ージにも入れた方が良いのではないかとの、ご意見をいただきまし

た。こちらにつきましては、委員ご指摘のとおり注記を追加すること

といたします。 

次に、№８「子育て環境整備に関する県民満足度」についてですが、 

「目標に対しての達成状況」及び「今後の取り組みの方向等」の記載

内容についてご意見をいただきました。資料１の45ページもあわせて

ご覧ください。資料１ 45ページ記載の「目標に対しての達成状況」

及び「今後の取り組みの方向等」の記載内容が、子育て環境整備に関

する県民満足度を見ても読み取れないことから、県民アンケートの特

に力を入れて欲しい施策の内訳を右欄に挿入してはどうか、とのご意

見をいただきました。こちらにつきましては、委員のご指摘を踏まえ、

県民アンケートの特に力を入れて欲しい施策の内訳を、資料１ 45ペ

ージの右欄に挿入することといたします。 

次に、№９「ひとり親家庭等就業・自立支援センター相談者の就職

率」についてですが、「ひとり親家庭の貧困率等の継続的調査」や、

「代理指標として児童扶養手当の受給率、受給数の推移」の使用につ

いてご意見をいただきました。資料１の52ページもあわせてご覧くだ
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さい。こちらにつきましては、委員のご指摘を踏まえ、適切な指標に

ついては、次期第５次計画の策定の際に検討することいたします。 

最後に、№10「障害者の実雇用率（民間企業）」についてですが、 

「法定雇用率のグラフの表示」や、「目標に対しての達成状況」の記

載について、ご意見をいただきました。資料１の53ページもあわせて

ご覧ください。まず、「法定雇用率のグラフの表示」につきましては、

委員のご指摘を踏まえ、法定雇用率の変化を点線でグラフに表示する

形に修正いたします。また、「目標に対しての達成状況」につきまし

ては、法律で義務付けれた事業主の障害者雇用実績が、法定雇用率2.

5％に達していないにも関わらず、評価が非常に前向きであった点が

気になったとのことでございましたので、資料記載のとおり内容を修

正することといたします。 

以上、事前提出意見等への回答についてご説明いたしました。 

 

続きまして、関連施策の実施状況について、説明します。 

資料１に戻りまして、59ページをご覧ください。第４次新潟県男女

共同参画計画における関連施策については、計画の体系別に関連事業

を整理し、62ページから150ページまでに渡って「基本目標・重点目

標・施策の基本的方向別事業一覧」として掲載しております。この一

覧には関連事業・取組名のほか、担当課と令和６年度及び令和７年度

の当初予算額を記載しております。 

次に、県内市町村の状況について、説明します。資料１の151ペー

ジをご覧ください。ここでは、県内市町村における、計画の策定状況

や政策・方針決定過程への女性の参画状況などについて取りまとめた

資料を掲載しております。 

155ページをご覧ください。「３ 政策・方針決定過程における女

性の参画状況」については、内閣府調査中のため、調査実施後、政策

企画課にて更新させていただきます。「４ 男女共同参画・女性に関

する条例の制定状況」についてですが、No.10記載のとおり、新たに

加茂市が令和７年４月１日付で、「加茂市男女共同参画及び多様性を

尊重する社会づくり条例」を施行いたしましたことから、昨年度から

１市増えた県内10市において条例が制定されております。 

以上で、事務局からの説明を終わります。 

伊藤会長  これまでの事務局の説明について、ご意見やご質問がございました

ら、挙手のうえ発言願います。 
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 なお、オンラインでご出席の６名の委員におかれましては、ご意見

があればZoomの手を挙げるボタンによりお知らせください。また、事

前のご質問、ご意見をされた方、補足して意見などがありましたら、

お願いします。 

 個別の論点に入る前に、まずは全体の推進状況の取りまとめの仕方

とか、計画全体について、ご意見等がありましたらまずはお伺いした

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、個別の目標について見ていきたいと思います。資料が膨大で

基本目標が３つに分かれていますので、それぞれ分けて議論できたら

良いと考えております。 

まずは、基本目標１「男女平等を推進する社会づくり」のところか

ら見ていきたいと思いますが、事前にご意見をお寄せいただいており

ました高橋委員から、事務局の回答を踏まえて、追加ご意見等がござ

いましたら、お願いいたします。 

高橋委員  基本目標１について、資料２No.1の平等意識の浸透というところな

のですけれども、調査方法がインターネットによる調査であったこと

が変動原因ではないかと思うのですが、調査手法としては問題ないと

思うのですけれども、やはり数値がブレてしまうのは必ずしも良いこ

とではないような気がします。今後の調査方法、最終的な数値を見る

ということで良いのかもしれませんけれども、今後の調査方法を検討

していただければと思います。 

 資料２No.２ですが、このような研修というのは主に関心がある方

とか、関係のある方などが参加することが多いので、アンケートをと

ると必ず高く数値が出るのですけれども、その前の問題として、この

数字を本当に指標として入れる意味があるのかなと。別に満足度がず

っと高い状態であるのであれば、特に入れるような意味もないのでは

ないかという気がいたします。 

 資料２№３ですが、色々な方法で啓発活動をされているということ

なので、もちろん、報道に左右されて認知度が上がることもあるので

しょうけれども、しっかり施策を進めていただきたいと思います。 

伊藤会長  ありがとうございます。関連して委員の方からご質問、ご意見があ

ればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 私が伺いたいと思ったのは、９ページの男女共同意識の浸透につい

て、特に女性のポイントが下がっているところなのですけれども、こ

れは確かにけっこうな下がり具合だなと思いまして、例えば回答者の
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中で、令和５年度の回答者の年齢の分布が令和６年だとやはり低い。

もともと低かった年齢層の人たちが多く含まれていたため、調査時点

では対象者は揃えているのだけれども、回答者のバイアスがあったの

ではないかといったことは伺いたいと思いました。皆様はいかがでし

ょうか。 

事務局  まず、高橋委員ご指摘のインターネットによるアンケート調査につ

いて、手法を見直したほうがいいのではないかといったお話をいただ

きましたが、県では現在、第５次男女計画策定に向けて、その前年度

である今年度2,000人を対象とした県民意識調査を行っており、その

後５年間の進捗については400人を対象として簡易な県民アンケート

調査を行ってきております。 

 伊藤会長からの御質問ですけれども、調査結果では女性の認知度が

高い傾向がみられました。また年齢が高くになるにつれ周知度が減少

する結果があったのですが、これがどのような要因によるものによる

のかについては、今年度の意識調査の結果なども見ながら引き続き分

析を進めてまいりたいと思います。 

 女性財団のセミナーの満足度につきましては、次期第５次男女計画

における指標としてふさわしいのかどうかも含めて検討してまいり

たいと思います。 

伊藤会長  ありがとうございます。高橋委員、よろしいでしょうか。 

高橋委員  はい。 

伊藤会長  では、基本目標１のその他の論点について、委員の皆様から自由に

ご意見、ご質問等をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

佐藤（洋）委員  今ほどの議論と関連してなのですけれども、アンケート調査ですと

意識の変化というものがなかなか、年によって回答者が違うとなる

と、意識の変化がとらえきれない部分がありますので、ある程度、定

点的に調査できるような手法が望ましいのではないかと感じました。 

伊藤会長  ありがとうございます。今のことに関連してございますか。 

高橋委員  先ほど委員長が言われましたけれども、例えば無作為でアンケート

をとったとしても、その回答にはばらつき、日程の偏りがあるのでは

ないかということなのですが、例えば回答時にその方の年齢などを特

定して、それを補正するということは許されるのでしょうか。 

伊藤会長  一般にはやりません。そこは別のいろいろ問題が入ってきてしまい

ますので。 

事務局  今ほどのアンケート手法でございますが、行政で行いますアンケー
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ト調査や意識調査は、データ分析に有用なサンプル数を確保したうえ

で、毎年、無作為に行うというのが一般的でございます。 

佐藤委員よりご指摘がありましたとおり、特定の人に毎年聞き続け

るというような追跡調査といったものは一般的には行うことがない

ですし、なかなか難しいのです。そのため、これだけの人数であれば

対象者が異なっても、例えば同じ調査を全く別の人に行ってもほとん

ど誤差が１％くらいに抑えられるだろうというところの数値という

のが統計法上示されております。具体的には対象者が100万人を超え

る場合には、１回当たりのサンプル数が385人確保できれば、標本誤

差が最大で５％といわれておりまして、そういった調査を行っており

ますことから、今回お答えした毎年行っているアンケート調査もサン

プル数385人を確保しております。 

ただ、伊藤会長がご指摘のとおり、令和６年度は男女共同意識の浸

透に関するポイントが下がっており、特に女性は10ポイントほど下が

っております。これが単年度によるものなのか、それとも計画期間５

年間のトレンドとして評価すべきものなのかということは、今年度、

また同じ調査を行っておりますので、その調査結果を踏まえて、その

後に分析していきたいと考えております。。 

伊藤会長  ありがとうございます。しばしば一般の人は400人に聞いて、県民

の意識が果たして分かるのかというご意見がよくありますけれども、

今ご説明いただいたとおり、統計的にはそれで裏づけられるというこ

となのですけれども、加えて申し上げれば、調査対象者を抽出する際

は、サンプリングで偏りがないようにもちろん抽出しているわけなの

ですけれども、そこでだれが回答してくれるかというときにバイアス

が入ってしまうと、統計学的な見地から外れたバイアスがかかってし

まって、その結果に代表性があるのかどうかというところが出てくる

という点も注意が必要ではないかと思います。それは調査方法によっ

て変わってくる点もあると思いますので、その点も考えていかなけれ

ばいけないのではないかと思いました。基本的には今ご説明いただい

たとおりだと思います。ほかの点についていかがでしょうか。 

ご意見はいかがでしょうか。基本目標１についてはよろしいでしょ

うか。 

伊藤会長  では、基本目標２に進みたいと思います。基本目標２についても高

橋委員からご意見、ご回答がありましたが、高橋委員からございます

か。 
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高橋委員  具体的な数字を知りたいというところで、資料２の№４及び№５で

すが、例えば過去に女性管理職30％といった目標を政府が掲げたこと

がありましたけれども、結局、未達成で終わりました。それは女性管

理職予備軍が少ない中で、30％の目標を関係なく設定してしまったた

め失敗したということがあったと聞いています。 

その点を踏まえて、県が具体的な数値目標を掲げてはおられないの

かもしれませんけれども、私としては、具体的に管理職予備軍といわ

れるような女性がどのような割合で、今後どのような割合で増えてい

くのかいうことを知りたかったというところです。 

伊藤会長  ありがとうございます。関連してございますでしょうか。 

徳武委員  高橋委員のお話に関連して、私もお聞きしたかったのですけれど

も、今後、管理職候補者が増加していくものと考えていますという話

があるのですが、私どもが企業の現場にいくと、女性管理職というと、

例えば課長とか、部長とか、役職が紐づいてくるので分かりやすいの

ですが、予備軍というか候補者というと、どういう人がいるのか。例

えばこの計画では、どのような立場の方をとらえて言っていらっしゃ

るのかご説明いただきたいと思います。 

 今のお話にもありましたが、男性社員の数の中で、どのくらいの割

合で男性の管理職がいて、女性社員の中にどのくらいの女性管理職が

いるのかというところもあわせて見ていく必要があるのではないか

と思います。男性職員の中で男性管理職が例えば30％で、女性職員の

中で女性管理職の割合が35％があったということになってくると、ま

た少し話が違ってくるので、そういったこともあわせて分析できるの

であればしたほうが良いのではないかと思います。 

事務局  県内企業及び新潟県職員の管理職候補の数ということですけれど

も、高橋委員の最初のご質問にお答えしますと、私どもとしては管理

職予備軍というのは「係長以下」ということで見ているのですけれど

も、県内企業において係長以下の方が何名おられるかということにつ

いては把握していない状況です。 

また、新潟県について人事課に確認しましたところ、係長以下の職

員数については対外的に公表していないとのことから、人数について

は差し控えさせていただきました。 

事務局  22ページの管理監督的業務に従事する者に占める女性の割合とい

うところだと思うのですけれども、この「管理監督的業務」というと

いうのは何を示すかというのは、賃金労働時間等実態調査の項目にな
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っておりますので、しごと定住促進課より説明をお願いします。 

事務局  新潟県では毎年、賃金労働時間等実態調査で労働環境の調査を行っ

ておりますが、その中で、管理監督者の占める割合を調査しておりま

す。管理監督者とは会社の事務部門・生産部門の中で、部長、課長な

どのように監督的業務に従事する者をいうと定義しております。こう

いった方の数はデータとして押さえておりまして、22ページにあると

おり、そのような業務に就く者の男女比については調査しておりま

す。 

伊藤会長  ありがとうございます。以上のご回答に対して追加でご質問等はあ

りますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、基本目標３に移りたいと思います。 

まず、高野委員からご意見、ご回答がありましたが、追加などありま

すでしょうか。 

高野委員  ありがとうございます。高野です。 

 特に追加はございません。回答いただいたとおりで了解したいと思

います。ありがとうございます。 

伊藤会長  ありがとうございます。 

 では、個別の論点について見ていきましょう。委員の皆様からご自

由にご意見、ご質問をお願いいたします。 

野神委員  新潟県医師会の理事をしております野神です。日本医師会でも男女

共同参画の委員をやらせていただいております。よろしくお願いしま

す。 

 新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度ニーフルに

ついてなのですけれども、これは、育児をしている側のことがいろい

ろと盛り込んであるのでしょうけれども、育児をしていない側、すな

わちサポートしている側のインセンティブや手当などに関しては盛

り込まれているのでしょうか。 

伊藤会長  関連してほかの委員の方からありますか。では、事務局から回答を

お願いいたします。 

事務局  ただいま野神委員から、ニーフルに関するご質問いただきました。

子育て世代以外にも活用できるようなインセンティブがあるかどう

かというご質問だったかと思います。 

ニーフル認定項目は全部で14項目ございまして、その中には、男性・

女性の育児休業の取得率や、子育ての時短勤務制度の有無など、子育

て世代に関するインセンティブになり得る認定項目もございます。一
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方で、テレワーク、フレックスの導入など、利用する世代を限らない

制度を有している、また、時間外労働時間が30時間未満である、年休

の取得日数が一定の日数を超えているなど、子育て世代以外にも波及

するような認定項目も有しております。 

また、今年度ニーフルの新しいインセンティブとして、女性の採用

や女性専用設備に関する経費、たとえば女性専用トイレの設置などに

活用いただける補助制度を導入いたしました。本制度を活用いただく

ことによって、子育て世代の女性のみならず、既に企業にお勤めで職

場定着を目指す女性従業員の方に向けても一定のインセンティブと

して効果が発揮できるのではないかと考えております。 

伊藤会長 ありがとうございます。野神委員、いかがでしょうか。 

野神委員  ありがとうございます。医師会のほうでもよく話題になるのですけ

れども、育児中とか介護中とか、時短勤務をする側とそういった方の

仕事の分を受けているサポート側の負担も大きくなってきているの

で、そのあたりで分断というところまではいかないのですけれども、

少し軋轢が生じているような現場の話も聞こえてくるので、それに関

しては今後、いろいろなところで話をしていかなければいけないので

はないかと思いご質問しました。ありがとうございます。 

事務局  ただいま野神委員からのご発言について１点補足させていただき

ます。ニーフルの項目の一つで、育児休業した際に業務を負担する方

に対する代替制度の創設を有しているといった認定項目がございま

すので、県といたしましては今ほどの野神委員からの御発言も踏ま

え、誰もが働きやすい企業をニーフル認定企業として認定してまいり

たいと考えております。 

徳武委員  今、ニーフルについてご発言がありましたけれども、それに関連し

て発言させていただきたいと思います。ニーフルというのは私ども経

営者協会のほうからも要望させていただいて実現していただいた制

度なのですけれども、なぜこういったものを新潟県が作られたかとい

うところをご紹介したいのですが、県内の企業でも今、もともと厚生

労働省などで「くるみん」とか「えるぼし」とか、お聞きになったこ

とがある方もいらっしゃると思いますが、そういった国の認定制度が

もともとありまして、その取得を目指す企業さんもけっこう多かった

のですけれども、国の認定制度の場合はハードルが高くて、県内の企

業さんが取得するのに容易ではない部分があって、そうはいっても、

県内の企業さんはそういったことに取り組んでいる企業さんが多く
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て、国の認定ではなくとも、そこに至るまでの努力をされている企業

を元気づける、そういったインセンティブを作ろうということで作っ

ていただいたのがニーフルでございます。 

 今、ニーフル認定企業がいくつあるのかいうことをお聞きしようと

思ったのですけれども、相当増えていると思います。今、ご質問にも

ありましたが、サポートする側に何かあるのかということは、事務局

のほうでお答えがありましたけれども、例えば参考１の裏面を見てい

ただくと、男性育児休業取得促進助成金で25万円の助成金ですとか、

妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金が30万円などあるの

ですけれども、これは企業に支給するのですけれども、企業の側では、

企業の財布に入れるのではなくて、対象者になった方に手当としてお

渡しする企業もあります。先ほどご質問にもありましたけれども、周

りでサポートする方、その方が休まれたときに代わりに仕事をされる

方、あるいはチームの方に奨励金とか手当という形で支給するといっ

た企業も実際に増えておりますので、そういった点では非常に効果が

あるのではないかと、私ども産業界では見ているということで、お知

らせしたいと思います。 

伊藤会長  ありがとうございます。では、ほかの点についていかがでしょうか。 

事務局  ただいま徳武委員から、ニーフルの現在の認定企業数についてご発

言があったかと思います。最新の企業数でございますけれども、12月

11日現在で、ニーフル認定企業、第１段階の企業が230社、第２段階

のニーフルゴールド認定企業が321社、合計で551社の方々から申請を

いただき新潟県として認定しているところです。申請があり、まだ認

定していない企業も数十社ありますので、近いうちに600社を突破す

るのではないかと考えております。 

 また、現在の新潟県内企業の厚生労働省の「えるぼし」と「くるみ

ん」を取得している企業数についてもご紹介いたしたいと思います。 

手元の数字ですけれども、11月18日現在で、新潟県内企業の「えるぼ

し」、女性活躍推進する企業につきましては94社が認定されておりま

す。同じく子育てサポート企業である「くるみん」の取得企業数は 

112社が認定を受けております。以上でございます。 

伊藤会長  ありがとうございます。徳武委員、よろしいでしょうか。 

徳武委員  はい。 

佐藤（洋）委員  関連してなのですけれども、ハッピー・パートナー企業登録数が今

まで目標指標になっていたかと思うのですが、こちらがニーフルに引
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き継がれたということで、令和８年が現計画の最後なわけですよね。

２年前倒しで達成されたということで、来年度というのはニーフルの

登録数が目標数値になってくるという考え方でよろしいのでしょう

か。具体的な数値もありましたらお聞かせください。 

事務局  今ほど佐藤委員からハッピー・パートナー企業の残り２年の目標値

に関するご質問をいただきました。あくまで現計画上はハッピー・パ

ートナー企業の登録数が目標値になっておりますので、制度は廃止す

る予定で恐縮なのですが、現計画の実績としては1,730社で終了とな

ります。しかしながら、次期第５次男女計画の策定にあたりましては、

ハッピー・パートナー登録企業制度が廃止になりますので、新たにニ

ーフル企業認定制度に関する何らかの目標設定することが必要と考

えますので、今後の議論の中で検討させていただければと思います。 

伊藤会長  いかかでしょうか。では、基本目標３については以上とさせていた

だきます。これまで言い逃してしまったこと、あるいはその他の発言

したいことと等ありましたら、お願いしたいと思います。いかがでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 では、質疑応答、意見交換はここまでとさせていただきたいと思い

ます。本日の審議会で、委員の皆様からいただいた意見につきまして

は、事務局で整理していただき、令和７年度版の推進状況として公表

させていただくことといたします。以上で、本日の議事を終了します。 

 進行を事務局にお戻します。 

事務局 それでは以上をもちまして、本日の審議会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 


